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実施計画（変更後）（案） 

 

 

１ 調査の名称 

  全国消費実態調査 

 

２ 調査の目的 

全国消費実態調査は，全国の世帯を対象として，家計の収入及び支出並びに住宅と宅地

の所有状況，貯蓄・負債現在高を調査し，家計の構造を所得，消費及び資産の観点から総

合的に把握するとともに，都道府県などの地域の実態を明らかにすることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

(1) 地域的属性 

全国 

 

(2) 属性的範囲 

   世帯及び世帯員 

 

４ 報告を求める者 

 (1) 調査対象数 

① 甲調査 基本調査の調査票 

  約40,000世帯（母集団の大きさ 約5300万世帯） 

② 甲調査 簡易調査の調査票 

  約44,000世帯（母集団の大きさ ①に同じ） 

③ 乙調査の調査票 

    約900世帯（母集団の大きさ ①に同じ） 

  ④ 丙調査の調査票 

    約6,000世帯（母集団の大きさ ①に同じ） 

 

 (2) 選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出） 

① 甲調査（詳細は，別紙２のとおり） 

 ・基本調査 

 ア 市部 

直近の国勢調査調査区（以下「調査区」という。）を第１次抽出単位，調査区内の 

世帯を第２次抽出単位とする層化２段抽出方法による。 

第１次抽出では，無作為抽出により，各市から所定数の調査区を抽出し，抽出し 

た調査区と近接する調査区を合わせ，２調査区を１調査単位区として調査単位区を

設定する。 

第２次抽出では，無作為抽出により，各調査単位区から二人以上の世帯を10世帯，

単身世帯を２世帯抽出する。 

イ 郡部 

町村を第１次抽出単位，調査区を第２次抽出単位，調査区内の世帯を第３次抽
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出単位とする層化３段抽出方法による。 

第１次抽出では，無作為抽出により，全国で約220町村を抽出する。 

第２次及び第３次抽出では，市部の第１次及び第２次抽出と同様な方法で抽出

する。 

    ・簡易調査 

  ア 市部 

調査区を第１次抽出単位，調査区内の世帯を第２次抽出単位とする層化２段抽

出方法による。 

第１次抽出では，無作為抽出により，各市から所定数の調査区を抽出し，１調

査区を１調査単位区として調査単位区を設定する。 

第２次抽出では，無作為抽出により，各調査単位区から二人以上の世帯を10世

帯，単身世帯を２世帯抽出する。 

イ 郡部 

第１次抽出では，基本調査と同じ町村を抽出する。 

第２次及び第３次抽出では，市部の第１次及び第２次抽出と同様の方法で抽出

する。 

 

  ② 乙調査 

2019年９月及び10月に家計調査の家計簿の記入が終了する二人以上の世帯から，

無作為抽出により，約900世帯を抽出する。 

   

  ③ 丙調査 

二人以上の世帯については,2019年11月から2020年２月までに家計調査の家計簿

の記入が終了する全ての世帯,単身世帯については,2019年11月及び12月に家計調査

の家計簿の記入が終了する全ての世帯を調査する。 

 

 (3) 報告義務者 

① 後記５(1)①に掲げる事項については，甲調査の基本調査の世帯の世帯主又は世帯

の代表者が，後記(1)②に掲げる事項については，甲調査の簡易調査の世帯の世帯主又

は世帯の代表者が，後記５(1)③アに掲げる事項については乙調査世帯の18歳以上の

世帯員が，後記５(1)④に掲げる事項のうち,二人以上の世帯にあってはイ，オ及びキ，

単身世帯にあってはイ、ウ，エ，オ及びキについては，丙調査の世帯の世帯主又は世

帯の代表者が，それぞれ報告しなければならない。 

② 前記①の規定による報告は，甲調査にあっては調査票に記入し，当該調査票の収集

に応じ，及び後記６(2)③に掲げる調査員又は民間事業者及び民間事業者に使用され

る者の質問に答えることにより行うものとする。乙調査及び丙調査にあっては調査票

に記入し，当該調査票の収集に応じ，及び調査員の質問に答えることにより行うもの

とする。 

 ただし，甲調査の世帯については，総務省が用意するオンラインシステムを利用し

て報告することができる。また，甲調査のうち簡易調査の世帯については郵送によっ

ても報告することができる。 
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

 (1) 報告を求める事項 

  ① 甲調査のうち基本調査については，調査票（別紙３から６）により，以下の事項を

調査する。 

ア 収入及び支出に関する事項 

収入の種類・金額，収入に伴う控除の種類・金額，支出の品名・金額・支払方

法・用途・購入地域・購入先 

イ 年間収入に関する事項 

過去１年間の収入の種類・金額 

ウ 貯蓄現在高に関する事項 

 貯蓄の有無，金額 

エ 借入金残高に関する事項 

 借入金の有無，金額 

オ 世帯及び世帯員に関する事項 

性別，世帯主との続き柄，年齢，配偶者の有無，就業・非就業の別，ふだんの

１週間の就業時間，就学状況，世帯主の仕事の種類，世帯主の勤め先の企業区分・

規模，要介護・要支援認定の状況，３か月以上不在の家族のうち主たる収入を得

ている人の不在理由・世帯主との続き柄，３か月以上不在の家族のうち家計を世

帯の収入に頼っている人の不在理由別人数，単身世帯の形態 

カ 現住居等に関する事項 

住居の構造，住居の延べ床面積，住居の建て方，住居の所有関係，地代の支払

の有無，住居の敷地面積，住居の建築時期 

キ 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項 

現住居以外の住宅の有無・建築時期・延べ床面積・構造，現居住地以外の土地

の有無・所在地・敷地面積 

  ② 甲調査のうち簡易調査については，調査票（別紙５及び６）により，以下の事項を

調査する。 

ア 年間収入に関する事項 

過去１年間の収入の種類・金額 

イ 貯蓄現在高に関する事項 

 貯蓄の有無，金額 

ウ 借入金残高に関する事項 

 借入金の有無，金額 

エ 世帯及び世帯員に関する事項 

性別，世帯主との続き柄，年齢，配偶者の有無，就業・非就業の別，ふだんの

１週間の就業時間，就学状況，世帯主の仕事の種類，世帯主の勤め先の企業区分・

規模，要介護・要支援認定の状況，３か月以上不在の家族のうち主たる収入を得

ている人の不在理由・世帯主との続き柄，３か月以上不在の家族のうち家計を世

帯の収入に頼っている人の不在理由別人数，単身世帯の形態 

オ 現住居等に関する事項 

住居の構造，住居の延べ床面積，住居の建て方，住居の所有関係，地代の支払

の有無，住居の敷地面積，住居の建築時期 
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カ 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項 

現住居以外の住宅の有無・建築時期・延べ床面積・構造，現居住地以外の土地

の有無・所在地・敷地面積 

 

③ 乙調査は，次の事項を調査する。このうち，調査事項アについては調査票（別紙７）

により，また，同イ及びウについては総務大臣が家計調査の調査票を転写した電磁的

記録から当該世帯の年間収入に関する事項，世帯及び世帯員に関する事項を記録する

ことにより調査する。 

ア 個人的な収入及び支出に関する事項 

収入の種類・金額，支出の品名・金額・支払方法・用途 

イ 年間収入に関する事項 

ウ 世帯及び世帯員に関する事項 

 ④ 丙調査は，次の事項を調査票（別紙８及び９）により調査する。このうち，家計調

査の調査票を転写した電磁的記録から当該世帯に関する事項を入手できる場合は，総

務大臣が家計調査の調査票を転写した電磁的記録を記録することにより調査する。 

ア 収入及び支出に関する事項 

収入の種類・金額，収入に伴う控除の種類・金額，支出の品名・金額・支払方

法・用途 

イ 年間収入に関する事項 

過去１年間の収入の種類・金額 

ウ 貯蓄現在高に関する事項 

 貯蓄の有無，金額 

エ 借入金残高に関する事項 

 借入金の有無，金額 

オ 世帯及び世帯員に関する事項 

性別，世帯主との続き柄，年齢，就業・非就業の別，ふだんの１週間の就業時

間，就学状況，世帯主の仕事の種類，世帯主の勤め先の企業区分・規模，要介護・

要支援認定の状況，３か月以上不在の家族のうち家計を世帯の収入に頼っている

人の不在理由別人数，単身世帯の形態 

カ 現住居等に関する事項 

住居の構造，住居の延べ床面積，住居の建て方，住居の所有関係，住居の敷地

面積，住居の建築時期 

キ 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項 

現住居以外の住宅の有無・建築時期・延べ床面積・構造，現居住地以外の土地

の有無・所在地・敷地面積 

 

(2) 基準となる期日又は期間 

全国消費実態調査は，直前の全国消費実態調査を行った年から５年目に当たる年に行

う。 

甲調査のうち基本調査は，実施年の10月及び11月の２か月間について行う。 

甲調査のうち簡易調査は，実施年の10月末日現在について行う。 

乙調査は，実施年の10月及び11月のうち１か月間について行う。 
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丙調査は，実施年の10月及び11月の２か月間について行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

(1) 調査組織 

① 甲調査 基本調査 

総務省－都道府県－市町村－統計調査員（又は民間事業者）－報告者 

② 甲調査 簡易調査 

総務省－都道府県－市町村－統計調査員（又は民間事業者）－報告者 

③ 乙調査 

総務省－都道府県－統計調査員－報告者 

④ 丙調査 

総務省－都道府県－統計調査員－報告者 

 

(2) 調査方法（■調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 □その他（  ）） 

① 統計調査員 

ア  統計調査員は，甲調査にあっては市町村長の調査実施上の指導，乙調査又は丙調

査にあっては都道府県知事の指揮監督を受けて，担当調査区内にある調査世帯に係

る調査票の配布及び取集，関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務（以下「調

査員事務」という。）を行う。 

イ  前記アの規定にかかわらず，都道府県知事の指定する統計調査員（以下「指導員」

という。）は，甲調査にあっては市町村長の調査実施上の指導，乙調査又は丙調査に

あっては都道府県知事の指揮監督を受けて，統計調査員（指導員を除く。以下「調

査員」という。）に対する指導，調査票その他の関係書類の検査及びこれらに附帯す

る事務（以下「指導員事務」という。）を行うものとする。 

ウ  前記ア及びイの規定にかかわらず，特別の事情により調査員が前記アの事務の一

部を行うことができないときは，市町村長の定めるところにより，指導員が当該事

務を行うものとする。 

② 民間事業者 

ア 甲調査にあっては市町村長から実地調査に係る業務を受託した民間事業者は，当

該市町村長の担当調査区内の実地調査を当該市町村長に代わり行う。 

イ 民間事業者及びその民間事業者に使用される者は，定められた仕様書等に基づき，

統計調査員に代わり，調査員事務及び指導員事務を行う。 

  ③ 調査の方法 

    調査は，甲調査にあっては調査員（前記①ウの規定により調査員の事務の一部を行

う指導員を含む。以下「調査員等」という。）又は調査員事務を民間事業者に委託して

行う場合の当該民間事業者及びその民間事業者に使用される者が調査票を担当調査

区内の甲調査世帯ごとに配布し，及び取集し，並びに質問することにより行い，乙調

査又は丙調査にあっては調査員等が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し，

及び取集し，並びに質問することにより行う。 

    また，乙調査世帯に係る年間収入に関する事項並びに世帯及び世帯員に関する事項，

丙調査世帯に係る調査事項のうち家計調査の調査票を転写した電磁的記録から当該

世帯に関する事項を入手できる場合については，総務大臣が，家計調査の調査票を転
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写した電磁的記録から当該世帯に関する事項を記録することにより行う。 

    ただし，前記４(3)②ただし書き記載による場合には，総務大臣がオンラインシステ

ムから当該世帯に係る報告を求める事項を入手する。 

 

７ 報告を求める期間 

 (1) 調査の周期 

   ５年 

 

 (2) 調査の実施期間又は調査票の提出期限 

   2019年９月10日～12月20日 

 

８ 集計事項 

(1) 甲調査及び丙調査にあっては次の事項について，総世帯，二人以上の世帯及び単身者

の世帯ごとに，全国及び地域別並びに世帯の特性別に集計する。なお，詳細については，

別紙11に示すとおりである。 

 

(2) 乙調査の個人的な収支に関する事項について，全国及び地域別並びに世帯の特性別に

集計する。なお，詳細については，別紙11に示すとおりである。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

   調査の結果は，以下の期日までにインターネットへの掲載等により公表する。 

  ・ 家計収支に関する集計（一部除く）： 2020年11月までに公表 

・ その他の集計          ： 2021年以降，順次公表 

 

 10 使用する統計基準 

  職業分類については，世帯主の仕事の内容の報告を求めているが，家計収支への影響が

大きい就業・非就業の別や勤め先も加味した独自の職業分類を用いるため，日本標準職業

分類は使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関係書類名 保存期間 保存責任者 

調 査 票 ２年 総務省統計局長 

調査票の内容が転写されている

電磁的記録 
永年 総務省統計局長 

結果原表又は結果原表が転写さ

れている電磁的記録 
永年 総務省統計局長 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  該当なし。 


